
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 ※ 年間収入が 3,000 万円を超える場合は、通常の顧問契約となります。（Ｑ-TAX 料金表を適用） 
               

年間家賃収入 月額顧問料 決 算 料 備  考 

～1,000 万円 10,000 円   30,000 円   税務調査立会･消費税申告･分離課税譲渡･医療費控除や

ローン控除等は別途報酬がかかります。また、不動産の

譲渡や相続贈与関係についてはお問い合わせください。 
～2,000 万円 15,000 円   50,000 円   

～3,000 万円 20,000 円   60,000 円   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

まかせて安心！ お手頃価格！ 

 
 
 
 
 
 
 

この 

サポートパックの 

ポイントは… 

 

☑  複 式簿 記 で、 総勘定 元 帳 や仕 訳 伝票 を 作成 し 、 電子 申 告。 

青 色 申 告特 別 控除(65 万 円 また は 10 万 円 )の適用 を 受け ま す。 
   

☑  資 料を 用 意す るだけ だ か ら、 楽 ちん ・ ・・  
 

☑  顧 問契 約 を締 結する こ と によ り 、各 種 相談 が 無 料で す 。 
 

☑  不 動産 所 得に 限らず 、 ト ータ ル サポ ー トで お 客 様の 納 税額 を 

最 小 額 に抑 え ます。 
 

☑  も ちろ ん 、今 や常識 の E-Tax でス ピ ーディ ー に 申告 。 

 

 

不動産所得用 

 

 

 

税務調査や問い合わせなど 

すべておまかせできます。 

その１ 
 

 

 

不動産税務に明るい専門スタッフが 

お客様のサポートを致します。 

 

税務署対策もバッチリ！ その２ 

 

面倒な手続きを代行！ 

 

 

 

明朗な料金設定だから 

安心です。 

 

 

 

永年の不動産所得の申告で培った 

数多くの実績があります。 

その３ 

 

納得の安心価格！ その４ 
 

実績 30 年以上の自信！ 

こんな経験はありませんか？ 
 

・混みあった申告会場で長時間待たされる 
 

・確定申告のために仕事を休まなければならない 
 

・申告会場へ行ったが自分で入力させられた 
 

・何とかできたが間違ってないか心配・・・ 

 

自宅にいるだけ 
 

必要な書類をご用意いただければ 

あとはすべて 

八八  鍬鍬  会会  計計  におまかせ 

 

それなら 

お ま か せ

ください 

八八  鍬鍬  会会  計計  ににままかかせせれればば・・・・・・  

通帳コピーや領 

収証などの必 

要書類を用意 

 

日々の取引を入力･ 

複式簿記にて記帳 

し、総勘定元帳及 

び決算書を作成します。 

節税を検討しながら最小 

の税額で申告。控えはオ 

ールインワンで保存可能 

な状態でお客様にご返却。 
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